
○
財
務
省
告
示
第
四
十
号

た
ば
こ
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
四
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
製
造
た
ば
こ
に
係
る

広
告
を
行
う
際
の
指
針
の
全
部
を
改
正
す
る
件
（
平
成
十
六
年
三
月
財
務
省
告
示
第
百
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

令
和
元
年
六
月
十
四
日

財
務
大
臣

麻
生

太
郎

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重

傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に

対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対

応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。



⑴

た
ば
こ
広
告
の
中
に
は
、
以
下
の
イ
か
ら
ニ
に
掲
げ
る
文
言
を
、
明
瞭

［
⑸
・
⑹

略
］

三

喫
煙
と
健
康
と
の
関
係
に
関
す
る
適
切
な
情
報
提
供
の
指
針

て
行
う
こ
と
。

た
ば
こ
の
販
売
場
所
、
喫
煙
所
又
は
成
人
の
み
が
利
用
す
る
場
所
に
お
い

⑷

見
本
た
ば
こ
、
チ
ラ
シ
、
カ
タ
ロ
グ
及
び
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
等
の
配
布 

成
人
に
限
定
し
て
行
う
こ
と
。
ま
た
、
郵
送
等
に
よ
る
場
合
を
除
き
、

い
て
行
う
こ
と
。

⑵

［
略
］ 

⑶

は
り
札
、
看
板
及
び
建
物
そ
の
他
の
工
作
物
等
（
電
車
及
び
自
動
車
の 

車
両
等
を
含
む
。
）
に
掲
出
さ
れ
又
は
表
示
さ
れ
る
た
ば
こ
広
告

た
ば
こ
の
販
売
場
所
、
喫
煙
所
又
は
成
人
の
み
が
利
用
す
る
場
所
に
お

わ
な
い
こ
と
。

［
略
］

⑴

テ
レ
ビ
、
ラ
ジ
オ
及
び
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
等
に
お
け
る
た
ば
こ
広
告 

成
人
の
み
を
対
象
と
す
る
こ
と
が
技
術
的
に
可
能
な
場
合
を
除
き
、
行

二

媒
体
等
広
告
方
法
別
の
指
針

る
こ
と
に
留
意
す
る
こ
と
。

に
伴
い
、
た
ば
こ
広
告
等
が
国
境
を
越
え
て
伝
達
さ
れ
る
可
能
性
が
高
ま

の
趣
旨
を
踏
ま
え
て
配
慮
す
る
こ
と
。
ま
た
、
情
報
通
信
手
段
の
進
展
等

式
た
ば
こ
を
加
熱
す
る
た
め
の
機
器
に
係
る
広
告
に
つ
い
て
も
、
本
指
針

関
し
て
も
、
本
指
針
の
趣
旨
を
踏
ま
え
て
配
慮
す
る
こ
と
。
な
お
、
加
熱

［
略
］

［
⑴
～
⑶

略
］

⑷

そ
の
他 

た
ば
こ
広
告
以
外
の
喫
煙
を
促
進
さ
せ
る
よ
う
な
販
売
促
進
活
動
等
に

一

全
体
的
指
針

改

正

後

た
ば
こ
広
告
の
中
に
は
、
以
下
の
⑴
か
ら
⑸
に
掲
げ
る
た
ば
こ
の
消
費
と

［
⑸
・
⑹

同
上
］

三

喫
煙
と
健
康
と
の
関
係
に
関
す
る
適
切
な
情
報
提
供
の
指
針 

い
こ
と
。

⑷

見
本
た
ば
こ
、
チ
ラ
シ
、
カ
タ
ロ
グ
及
び
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
等
の
配
布

成
人
に
限
定
し
て
行
う
と
と
も
に
、
公
共
性
の
高
い
場
所
で
は
行
わ
な

性
の
高
い
場
所
で
は
行
わ
な
い
こ
と
。 

⑵

［
同
上
］ 

⑶

は
り
札
、
看
板
及
び
建
物
そ
の
他
の
工
作
物
等
（
電
車
及
び
自
動
車
の

車
両
等
を
含
む
。
）
に
掲
出
さ
れ
又
は
表
示
さ
れ
る
た
ば
こ
広
告

た
ば
こ
の
販
売
場
所
及
び
喫
煙
所
に
お
い
て
行
う
場
合
を
除
き
、
公
共

わ
な
い
こ
と
。 

［
同
上
］ 

⑴

テ
レ
ビ
、
ラ
ジ
オ
及
び
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
に
お
け
る
た
ば
こ
広
告

成
人
の
み
を
対
象
と
す
る
こ
と
が
技
術
的
に
可
能
な
場
合
を
除
き
、
行

二

媒
体
等
広
告
方
法
別
の
指
針

れ
る
可
能
性
が
高
ま
る
こ
と
に
留
意
す
る
こ
と
。

通
信
手
段
の
進
展
等
に
伴
い
、
た
ば
こ
広
告
等
が
国
境
を
越
え
て
伝
達
さ

関
し
て
も
、
本
指
針
の
趣
旨
を
踏
ま
え
て
配
慮
す
る
こ
と
。
ま
た
、
情
報

［
同
上
］

［
⑴
～ 
⑶

同
上
］ 

⑷

そ
の
他

た
ば
こ
広
告
以
外
の
喫
煙
を
促
進
さ
せ
る
よ
う
な
販
売
促
進
活
動
等
に

一

全
体
的
指
針

改

正

前



に
、
読
み
や
す
い
よ
う
表
示
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
面
積
が
著
し

く
小
さ
い
広
告
そ
の
他
の
イ
か
ら
ニ
に
掲
げ
る
文
言
の
全
部
を
表
示
す
る

こ
と
が
困
難
な
広
告
に
つ
い
て
は
、
当
該
広
告
の
周
囲
に
イ
か
ら
ニ
に
掲

げ
る
文
言
を
表
示
す
る
方
法
等
に
よ
り
、
た
ば
こ
の
消
費
と
健
康
と
の
関

係
に
関
し
て
注
意
を
促
す
文
言
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
。

［
削
る
］ 

［
削
る
］ 

［
削
る
］ 

［
削
る
］ 

［
削
る
］ 

イ

別
表
第
一
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
文

言
ロ

た
ば
こ
事
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
年
大
蔵
省
令
第
五
号
。
以
下

「
規
則
」
と
い
う
。
）
別
表
第
四
に
掲
げ
る
文
言
（
規
則
第
三
十
六
条

第
十
項
の
規
定
に
よ
り
財
務
大
臣
が
定
め
る
紙
巻
等
た
ば
こ
に
係
る
広

告
を
除
く
。
）

ハ

規
則
第
三
十
六
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
消
費
者
に
誤
解
を
生
じ
さ
せ

な
い
た
め
に
表
示
す
る
文
言

健
康
と
の
関
係
に
関
し
て
注
意
を
促
す
文
言
を
、
明
瞭
に
、
読
み
や
す
い
よ

う
表
示
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
面
積
が
著
し
く
小
さ
い
広
告
そ
の
他

の
⑴
か
ら
⑸
に
掲
げ
る
文
言
の
全
部
を
表
示
す
る
こ
と
が
困
難
な
広
告
に
つ

い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

⑴

「
喫
煙
は
、
あ
な
た
に
と
っ
て
肺
が
ん
の
原
因
の
一
つ
と
な
り
、
心
筋

梗
塞
・
脳
卒
中
の
危
険
性
や
肺
気
腫
を
悪
化
さ
せ
る
危
険
性
を
高
め
ま
す

。
」

⑵

「
未
成
年
者
の
喫
煙
は
、
健
康
に
対
す
る
悪
影
響
や
た
ば
こ
へ
の
依
存

を
よ
り
強
め
ま
す
。
周
り
の
人
か
ら
勧
め
ら
れ
て
も
決
し
て
吸
っ
て
は
い

け
ま
せ
ん
。
」

⑶

以
下
に
掲
げ
る
文
言
の
う
ち
の
一
つ

「
妊
娠
中
の
喫
煙
は
、
胎
児
の
発
育
障
害
や
早
産
の
原
因
の
一
つ
と
な

り
ま
す
。
」

「
た
ば
こ
の
煙
は
、
あ
な
た
の
周
り
の
人
、
特
に
乳
幼
児
、
子
供
、
お

年
寄
り
な
ど
の
健
康
に
悪
影
響
を
及
ぼ
し
ま
す
。
喫
煙
の
際
に
は
、
周
り

の
人
の
迷
惑
に
な
ら
な
い
よ
う
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。
」

「
人
に
よ
り
程
度
は
異
な
り
ま
す
が
、
ニ
コ
チ
ン
に
よ
り
喫
煙
へ
の
依

存
が
生
じ
ま
す
。
」

⑷

た
ば
こ
事
業
法
施
行
規
則
第
三
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
規
則

別
表
第
三
に
掲
げ
る
文
言

⑸

た
ば
こ
事
業
法
施
行
規
則
第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
表

示
さ
れ
る
文
言

［
新
設
］

［
新
設
］

［
新
設
］



ニ

規
則
第
三
十
六
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
消
費
者
に
誤
解
を
生
じ
さ
せ

な
い
た
め
に
表
示
す
る
文
言 

⑵

面
積
が
小
さ
い
広
告
又
は
長
期
固
定
の
店
舗
設
備
と
し
て
の
機
能
を
有

す
る
物
品
に
掲
載
す
る
広
告
（
そ
れ
ぞ
れ
紙
巻
た
ば
こ
、
葉
巻
た
ば
こ
、

パ
イ
プ
た
ば
こ
、
刻
み
た
ば
こ
及
び
加
熱
式
た
ば
こ
に
係
る
広
告
に
限
る

。
）
に
⑴
イ
に
規
定
す
る
文
言
を
表
示
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、 
⑴
イ
に

規
定
す
る
文
言
に
代
え
て
、
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、

別
表
第
一
（
第
三
号
⑴
イ
関
係
）

四

［
略
］

す
る
。

な
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
⑴
及
び
⑵
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
⑴
ロ

及
び
ニ
並
び
に
⑵
の
規
定
は
適
用
し
な
い
も
の
と
し
、

⑴
中
「
イ
か
ら

ニ
」
と
あ
る
の
は
「
イ
及
び
ハ
」
と
、
⑴
イ
を
「
イ

た
ば
こ
事
業
法
施

行
規
則
（
昭
和
六
十
年
大
蔵
省
令
第
五
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）

別
表
第
五
に
掲
げ
る
文
言
の
一
及
び
規
則
別
表
第
六
に
掲
げ
る
文
言
」
と

⑶

た
ば
こ
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
三
十
八
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
製
造
た
ば
こ
と
み

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
文
言
を
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

［
新
設
］

四

［
同
上
］

［
新
設
］

紙
巻
た
ば
こ
、
葉

巻
た
ば
こ
、
パ
イ

プ
た
ば
こ
及
び
刻

み
た
ば
こ
に
係
る

広
告

加
熱
式
た
ば
こ
に

係
る
広
告

規
則
別
表
第
一
の
紙
巻
た
ば
こ
、
葉
巻
た
ば
こ
、

パ
イ
プ
た
ば
こ
及
び
刻
み
た
ば
こ
の
項
下
欄
に
掲

げ
る
文
言
の
一
、
規
則
別
表
第
二
の
紙
巻
た
ば
こ

、
葉
巻
た
ば
こ
、
パ
イ
プ
た
ば
こ
及
び
刻
み
た
ば

こ
の
項
下
欄
に
掲
げ
る
文
言
の
一
及
び
規
則
別
表

第
三
の
紙
巻
た
ば
こ
、
葉
巻
た
ば
こ
、
パ
イ
プ
た

ば
こ
、
刻
み
た
ば
こ
及
び
加
熱
式
た
ば
こ
の
項
下

欄
に
掲
げ
る
文
言

規
則
別
表
第
一
の
加
熱
式
た
ば
こ
の
項
下
欄
に
掲

げ
る
文
言
の
一
、
規
則
別
表
第
二
の
加
熱
式
た
ば

［
新
設
］

［
新
設
］



か
み
た
ば
こ
に
係

る
広
告

か
ぎ
た
ば
こ
に
係

る
広
告

こ
の
項
下
欄
に
掲
げ
る
文
言
及
び
規
則
別
表
第
三

の
紙
巻
た
ば
こ
、
葉
巻
た
ば
こ
、
パ
イ
プ
た
ば
こ

、
刻
み
た
ば
こ
及
び
加
熱
式
た
ば
こ
の
項
下
欄
に

掲
げ
る
文
言

規
則
別
表
第
一
の
か
み
た
ば
こ
の
項
下
欄
に
掲
げ

る
文
言
の
一
、
規
則
別
表
第
二
の
か
み
た
ば
こ
の

項
下
欄
に
掲
げ
る
文
言
及
び
規
則
別
表
第
三
の
か

み
た
ば
こ
及
び
か
ぎ
た
ば
こ
の
項
下
欄
に
掲
げ
る

文
言

規
則
別
表
第
一
の
か
ぎ
た
ば
こ
の
項
下
欄
に
掲
げ

る
文
言
の
一
、
規
則
別
表
第
二
の
か
ぎ
た
ば
こ
の

項
下
欄
に
掲
げ
る
文
言
及
び
規
則
別
表
第
三
の
か

み
た
ば
こ
及
び
か
ぎ
た
ば
こ
の
項
下
欄
に
掲
げ
る

文
言

別
表
第
二
（
第
三
号
⑵
関
係
）

紙
巻
た
ば
こ
、
葉

巻
た
ば
こ
、
パ
イ

プ
た
ば
こ
及
び
刻

み
た
ば
こ
に
係
る

広
告

加
熱
式
た
ば
こ
に

係
る
広
告

20 20
「

歳
未
満
の
者
の
喫
煙
は
禁
じ
ら
れ
て
い
ま
す 

。
た
ば
こ
の
煙
は
、
あ
な
た
や
周
り
の
人
が
肺
が

ん
、
虚
血
性
心
疾
患
、
脳
卒
中
に
な
る
危
険
性
を

高
め
ま
す
。
」

「

歳
未
満
の
者
の
喫
煙
は
禁
じ
ら
れ
て
い
ま
す 

。
加
熱
式
た
ば
こ
の
煙
（
蒸
気
）
は
、
発
が
ん
性

物
質
が
含
ま
れ
る
な
ど
、
あ
な
た
や
周
り
の
人
の

健
康
へ
の
悪
影
響
が
否
定
で
き
ま
せ
ん
。
」

［
新
設
］



備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



附

則

１

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
第
三
号
の
規
定
は
、
健
康
増

進
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
七
十
八
号
）
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の

日
か
ら
適
用
す
る
。

２

前
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
製
造
た
ば
こ
に
係
る
広
告
（
次
項
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す

る
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
第
三
号
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
令
和
二
年
六
月
三
十
日
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

令
和
二
年
六
月
三
十
日
ま
で
に
発
売
さ
れ
る
新
聞
紙
及
び
雑
誌
そ
の
他
の
刊
行
物
に
掲
出
さ
れ
又
は
表
示
さ
れ
る

製
造
た
ば
こ
に
係
る
広
告
に
関
す
る
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
第
三
号
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
こ
と
が
で
き
る
。
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